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（第４０号議案） 

中野区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

中野区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

目次 （略） 目次 （略） 

第１章 総則 第１章 総則 

第１条～第１８条 （略） 第１条～第１８条 （略） 

（給付金として支払を受けた金銭の管理） （給付金として支払を受けた金銭の管理） 

第１９条 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施

設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童

自立支援施設は、当該施設の設置者が入所中の児

童に係るこども家庭庁長官が定める給付金（以下

この条において単に「給付金」という。）の支給

を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭

を規則で定めるところにより管理しなければなら

ない。 

第１９条 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、

児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、当該

施設の設置者が入所中の児童に係るこども家庭庁

長官が定める給付金（以下この条において単に「給

付金」という。）の支給を受けたときは、給付金

として支払を受けた金銭を規則で定めるところに

より管理しなければならない。 

第２０条～第２３条 （略） 第２０条～第２３条 （略） 

   第２章 （略） 第２章 （略） 

   第３章 乳児院 第３章 乳児院 

第２８条 （略） 第２８条 （略） 

（職員） （職員） 

第２９条 乳児院（乳幼児１０人以上を入所させる

乳児院に限る。) は、次に掲げる職員を置かなけ

ればならない。ただし、調理業務の全部を委託す

る施設にあっては、調理員を置かないことができ

る。 

第２９条 乳児院（乳幼児１０人以上を入所させる

乳児院に限る。) は、次に掲げる職員を置かなけ

ればならない。ただし、調理業務の全部を委託す

る施設にあっては、調理員を置かないことができ

る。 

 ⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略） 

 ⑸ 栄養士又は管理栄養士 ⑸ 栄養士 

 ⑹ （略） ⑹ （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

第３０条～第３５条 （略） 第３０条～第３５条 （略） 

   第４章～第６章 （略） 第４章～第６章 （略） 

第７章 児童養護施設 第７章 児童養護施設 

第５６条 （略） 第５６条 （略） 
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（職員） （職員） 

第５７条 児童養護施設は、次に掲げる職員を置か

なければならない。ただし、児童４０人以下を入

所させる施設にあっては栄養士又は管理栄養士

を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調

理員を置かないことができる。 

第５７条 児童養護施設は、次に掲げる職員を置か

なければならない。ただし、児童４０人以下を入

所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全

部を委託する施設にあっては調理員を置かないこ

とができる。 

⑴～⑸ （略） ⑴～⑸ （略） 

⑹ 栄養士又は管理栄養士 ⑹ 栄養士 

⑺・⑻ （略） ⑺・⑻ （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

第５８条～第６４条 （略） 第５８条～第６４条 （略） 

第８章 福祉型障害児入所施設 第８章 福祉型障害児入所施設 

第６５条 （略） 第６５条 （略） 

（職員） （職員） 

第６６条 主として知的障害のある児童(自閉症を

主たる症状とする児童(以下「自閉症児」という。) 

を除く。次項において同じ。) を入所させる福祉

型障害児入所施設は、次に掲げる職員を置かなけ

ればならない。ただし、児童４０人以下を入所さ

せる施設にあっては栄養士又は管理栄養士を、調

理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を

置かないことができる。 

第６６条 主として知的障害のある児童(自閉症を

主たる症状とする児童(以下「自閉症児」という。) 

を除く。次項において同じ。) を入所させる福祉

型障害児入所施設は、次に掲げる職員を置かなけ

ればならない。ただし、児童４０人以下を入所さ

せる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を

委託する施設にあっては調理員を置かないことが

できる。 

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 

⑷ 栄養士又は管理栄養士 ⑷ 栄養士 

⑸・⑹ （略） ⑸・⑹ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入

所施設は、第１項に規定する職員並びに医師及び

看護職員（保健師、助産師、看護師又は准看護師

をいう。以下この条及び第７７条において同じ。）

を置かなければならない。ただし、児童４０人以

下を入所させる施設にあっては栄養士又は管理栄

養士を、調理業務の全部を委託する施設にあって

は調理員を置かないことができる。 

３ 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入

所施設は、第１項に規定する職員並びに医師及び

看護職員（保健師、助産師、看護師又は准看護師

をいう。以下この条及び第７７条において同じ。）

を置かなければならない。ただし、児童４０人以

下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業

務の全部を委託する施設にあっては調理員を置か

ないことができる。 

４～７ （略） ４～７ （略） 

８ 主として肢体不自由のある児童を入所させる福

祉型障害児入所施設は、第１項に規定する職員及

８ 主として肢体不自由のある児童を入所させる福

祉型障害児入所施設は、第１項に規定する職員及
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び看護職員を置かなければならない。ただし、児

童４０人以下を入所させる施設にあっては栄養士

又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施

設にあっては調理員を置かないことができる。 

び看護職員を置かなければならない。ただし、児

童４０人以下を入所させる施設にあっては栄養士

を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調

理員を置かないことができる。 

９～１１ （略） ９～１１ （略） 

第６７条～第７２条 （略） 第６７条～第７２条 （略） 

第９章 （略） 第９章 （略） 

第１０章 児童発達支援センター 第１０章 児童発達支援センター 

第７６条 （略） 第７６条 （略） 

（職員） （職員） 

第７７条 児童発達支援センターは、次に掲げる職

員を置かなければならない。ただし、児童４０人

以下を通所させる施設にあっては栄養士又は管理

栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっ

ては調理員を、医療機関等との連携により看護職

員を当該児童発達支援センターに訪問させ、当該

看護職員が障害児に対して医療的ケア（人工呼吸

器による呼吸管理、喀痰
かくたん

吸引その他こども家庭庁

長官が定める医療行為をいう。以下同じ。）を行

う場合、当該児童発達支援センター（社会福祉士

及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）第

４８条の３第１項の登録に係る事業所である場合

に限る。）において医療的ケアのうち喀痰吸引等

（同法第２条第２項に規定する喀痰吸引等をい

う。）のみを必要とする障害児に対し当該登録を

受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸

引等業務（同法第４８条の３第１項に規定する喀

痰吸引等業務をいう。）を行う場合及び当該児童

発達支援センター（同法附則第２７条第１項の登

録に係る事業所である場合に限る。）において医

療的ケアのうち特定行為（同法附則第１０条第１

項に規定する特定行為をいう。）のみを必要とす

る障害児に対し当該登録を受けた者が自らの事業

又はその一環として特定行為業務（同法附則第２

７条第１項に規定する特定行為業務をいう。）を

行う場合にあっては看護職員を置かないことがで

きる。 

第７７条 児童発達支援センターは、次に掲げる職

員を置かなければならない。ただし、児童４０人

以下を通所させる施設にあっては栄養士を、調理

業務の全部を委託する施設にあっては調理員を、

医療機関等との連携により看護職員を当該児童発

達支援センターに訪問させ、当該看護職員が障害

児に対して医療的ケア（人工呼吸器による呼吸管

理、喀痰
かくたん

吸引その他こども家庭庁長官が定める医

療行為をいう。以下同じ。）を行う場合、当該児

童発達支援センター（社会福祉士及び介護福祉士

法（昭和６２年法律第３０号）第４８条の３第１

項の登録に係る事業所である場合に限る。）にお

いて医療的ケアのうち喀痰吸引等（同法第２条第

２項に規定する喀痰吸引等をいう。）のみを必要

とする障害児に対し当該登録を受けた者が自らの

事業又はその一環として喀痰吸引等業務（同法第

４８条の３第１項に規定する喀痰吸引等業務をい

う。）を行う場合及び当該児童発達支援センター

（同法附則第２７条第１項の登録に係る事業所で

ある場合に限る。）において医療的ケアのうち特

定行為（同法附則第１０条第１項に規定する特定

行為をいう。）のみを必要とする障害児に対し当

該登録を受けた者が自らの事業又はその一環とし

て特定行為業務（同法附則第２７条第１項に規定

する特定行為業務をいう。）を行う場合にあって

は看護職員を置かないことができる。 

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 
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⑷ 栄養士又は管理栄養士 ⑷ 栄養士 

⑸～⑻ （略） ⑸～⑻ （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第１１条第２項の規定にかかわらず、保育所、

家庭的保育事業所等（家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第

６１号）第１条第２項に規定する家庭的保育事業

所等（居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。）

をいう。）若しくはこれらに類する施設として規

則で定めるものに入所し、又は幼保連携型認定こ

ども園に入園している児童と児童発達支援センタ

ーに入所している障害児を交流させるときは、障

害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支

援に直接従事する職員については、これら児童へ

の保育に併せて従事させることができる。 

５ 第１１条第２項の規定にかかわらず、保育所若

しくは家庭的保育事業所等（家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働

省令第６１号）第１条第２項に規定する家庭的保

育事業所等（居宅訪問型保育事業を行う場所を除

く。）をいう。）に入所し、又は幼保連携型認定

こども園に入園している児童と児童発達支援セン

ターに入所している障害児を交流させるときは、

障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の

支援に直接従事する職員については、これら児童

への保育に併せて従事させることができる。 

第７７条の２～第７９条 （略） 第７７条の２～第７９条 （略） 

第１１章 （略） 第１１章 （略） 

第１２章 児童心理治療施設 第１２章 児童心理治療施設 

第８３条 （略） 第８３条 （略） 

（職員） （職員） 

第８４条 児童心理治療施設は、次に掲げる職員を

置かなければならない。ただし、調理業務の全部

を委託する施設にあっては、調理員を置かないこ

とができる。 

第８４条 児童心理治療施設は、次に掲げる職員を

置かなければならない。ただし、調理業務の全部

を委託する施設にあっては、調理員を置かないこ

とができる。 

⑴～⑺ （略） ⑴～⑺ （略） 

⑻ 栄養士又は管理栄養士 ⑻ 栄養士 

⑼ （略） ⑼ （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

第８５条～第８９条 （略） 第８５条～第８９条 （略） 

第１３章 児童自立支援施設 第１３章 児童自立支援施設 

第９０条 （略） 第９０条 （略） 

（職員） （職員） 

第９１条 児童自立支援施設は、次に掲げる職員を

置かなければならない。ただし、児童４０人以下

を入所させる施設にあっては栄養士又は管理栄養

士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては

調理員を置かないことができる。 

第９１条 児童自立支援施設は、次に掲げる職員を

置かなければならない。ただし、児童４０人以下

を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務

の全部を委託する施設にあっては調理員を置かな

いことができる。 
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⑴～⑹ （略） ⑴～⑹ （略） 

⑺ 栄養士又は管理栄養士 ⑺ 栄養士 

⑻ （略） ⑻ （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

第９２条～第９９条 （略） 第９２条～第９９条 （略） 

第１４章～第１５章 （略） 第１４章～第１５章 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

  

附 則   

この条例は、令和７年４月１日から施行する。た

だし、第１９条の改正規定は、公布の日から施行す

る。 

 

 

 

 


